
 

 

健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

 

１ 令和５年第１回定例会提出予定議案の説明 

(17)議案第６４号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

資料１ 議案第６４号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

資料２ 新旧対照表 

 

 

 

令和５年２月８日 

健康福祉局 
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議案第６４号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営の基準等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 

１ 条例改正の背景 

（１）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一

部改正（令和４年厚生労働省令第１５９号） 

（２）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一

部改正（令和４年厚生労働省令第１７５号） 

（３）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一

部改正（令和４年厚生労働省令第１６７号） 

 

２ 条例の主な改正内容 

（１）上記１（１）に伴い、指定児童発達支援事業者等は、事業所における安全に関する

事項についての計画の策定等を行わなければならないこととするもの 

（２）上記１（１）に伴い、保育所等の児童と指定児童発達支援事業所等の障害児を交流

させるときは、障害児の支援に直接従事する従業者を、児童の保育に併せて従事させ

ることができることとするもの 

（３）上記１（２）に伴い、障害児の移動のために自動車を運行するときは点呼等の方法

により、障害児の送迎のための自動車を日常的に運行するときは当該自動車に備えた

ブザー等の装置を用いることにより、障害児の所在を確認しなければならないことと

するもの 

（４）上記１（３）に伴い、懲戒に係る権限の濫用を禁止する規定を削除するもの 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日から施行。ただし、上記２（４）については、公布の日から施行 
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資料１



 

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例 

○川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

平成24年12月14日条例第54号 平成24年12月14日条例第54号 

改正 改正 

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例 

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

目次 目次 

第２章 児童発達支援 第２章 児童発達支援 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（従業者及びその員数） （従業者及びその員数） 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」と

いい、この条において児童発達支援センターであるものを除く。）に置く

べき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第６条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」といい、

この条において児童発達支援センターであるものを除く。）に置くべき従業者

及びその員数は、次のとおりとする。 

(１) 児童指導員（川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条

例（平成24年川崎市条例第56号）第29条第６項に規定する児童指導員を

いう。以下同じ。）又は保育士（国家戦略特別区域法（平成25年法律第

107号）第12条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含

む。以下同じ。） 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保

育士の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ

ア又はイに定める数以上 

(１) 児童指導員（川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平

成24年川崎市条例第56号）第29条第６項に規定する児童指導員をいう。以下

同じ。）又は保育士（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の

５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。） 指

定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児

童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、ア又はイに掲

げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上 

ア 障害児の数が10人までのもの ２人 ア 障害児の数が10人までのもの ２人 

イ 障害児の数が10人を超えるもの 障害児の数を５で除して得た数 イ 障害児の数が10人を超えるもの 障害児の数を５で除して得た数 

(２) 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準（昭和23年厚生省令第63号）の規定により障害児通所支援の提供の管

理を行う者として厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） １人

(２) 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

和23年厚生省令第63号）の規定により障害児通所支援の提供の管理を行う者

として厚生労働大臣が定める者をいう。以下同じ。） １人以上 
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改正後 改正前 

以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常

生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、

日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管

理、喀(かく)痰(たん)吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以

下「基準省令」という。）第５条第２項に規定する厚生労働大臣が定める

医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受けることが不可欠である障害

児に医療的ケアを行う場合には看護職員（保健師、助産師、看護師又は准

看護師をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができ

る。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常生活を営

むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常生活及び

社会生活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀(かく)痰(た

ん)吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準省令」という。）

第５条第２項に規定する厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）

を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護

職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を、それぞ

れ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、

看護職員を置かないことができる。 

(１) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に

訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

(１) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問

させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

(２) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和

62年法律第30号）第48条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限

る。）において、医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２項に規

定する喀痰吸引等をいう。次条及び第74条において同じ。）のみを必要

とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環と

して喀痰吸引等業務（同法第48条の３第１項に規定する喀痰吸引等業務

をいう。次条及び第74条において同じ。）を行う場合 

(２) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年

法律第30号）第48条の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）に

おいて、医療的ケアのうち喀痰吸引等（同法第２条第２項に規定する喀痰吸

引等をいう。次条及び第74条において同じ。）のみを必要とする障害児に対

し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務（同

法第48条の３第１項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び第74条にお

いて同じ。）を行う場合 

(３) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第

27条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的

ケアのうち特定行為（同法附則第10条第１項に規定する特定行為をいう。

次条及び第74条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し、当該

登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附

則第27条第１項に規定する特定行為業務をいう。次条及び第74条におい

て同じ。）を行う場合 

(３) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条

第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのう

ち特定行為（同法附則第10条第１項に規定する特定行為をいう。次条及び第

74条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者

が自らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附則第27条第１項に規

定する特定行為業務をいう。次条及び第74条において同じ。）を行う場合 
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改正後 改正前 

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条、次

条及び第74条において「機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合に

おいて、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合に

は、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含め

ることができる。 

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員（以下この条、次条及

び第74条において「機能訓練担当職員等」という。）を置いた場合において、

当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間

帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練

担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常

生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第４号の機

能訓練担当職員を置かないことができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発

達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、

指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行わない時間帯については、第４号の機能訓練担当職員を

置かないことができる。 

(１) 嘱託医 １人以上 (１) 嘱託医 １人以上 

(２) 看護職員 １人以上 (２) 看護職員 １人以上 

(３) 児童指導員又は保育士 １人以上 (３) 児童指導員又は保育士 １人以上 

(４) 機能訓練担当職員 １人以上 (４) 機能訓練担当職員 １人以上 

(５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 

５ 第１項第１号及び前２項の「指定児童発達支援の単位」とは、指定児童

発達支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的

に行われるものをいう。 

５ 第１項第１号及び前２項の「指定児童発達支援の単位」とは、指定児童発達

支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われ

るものをいう。 

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち１人以上は、常勤でなけれ

ばならない。 

６ 第１項第１号の児童指導員又は保育士のうち１人以上は、常勤でなければな

らない。 

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は

保育士でなければならない。 

７ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第

１号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士で

なければならない。 

８ 第１項第２号の児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、専任かつ常

勤でなければならない。 

８ 第１項第２号の児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、専任かつ常勤で

なければならない。 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等（川崎

市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例（平成26年川崎

市条例第35号）第２条に規定する家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事

（新設） 
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改正後 改正前 

業を行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に入所し、又は幼保連携型

認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に入所してい

る障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障

害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せ

て従事させることができる。 

第７条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援

センターであるものに限る。以下この条において同じ。）に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所にあっては第３号の栄養士を、調理業務の全

部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第４号の調理員を、置か

ないことができる。 

第７条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援セン

ターであるものに限る。以下この条において同じ。）に置くべき従業者及びそ

の員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童

発達支援事業所にあっては第３号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定

児童発達支援事業所にあっては第４号の調理員を、置かないことができる。 

(１) 嘱託医 １人以上 (１) 嘱託医 １人以上 

(２) 児童指導員及び保育士 それぞれ１人以上で、その総数は指定児童

発達支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を４で除して得た数

以上 

(２) 児童指導員及び保育士 それぞれ１人以上で、その総数は指定児童発達

支援の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を４で除して得た数以上 

(３) 栄養士 １人以上 (３) 栄養士 １人以上 

(４) 調理員 １人以上 (４) 調理員 １人以上 

(５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (５) 児童発達支援管理責任者 １人以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日

常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日

常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可

欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護

職員を置かないことができる。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生

活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及

び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害

児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことが

できる。 

(１) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に

訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

(１) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問

させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 

(２) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第48条

の３第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的

ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受け

(２) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法第48条の３

第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのう

ち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

-6-



 

改正後 改正前 

た者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合 

(３) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第

27条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的

ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた

者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 

(３) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条

第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのう

ち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事

業又はその一環として特定行為業務を行う場合 

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当

該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることが

できる。 

３ 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機

能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。 

４ 前２項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支

援事業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業

者（第２項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第３号に

掲げる看護職員を除く。）を置かなければならない。この場合において、

当該各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総

数に含めることができる。 

４ 前２項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事

業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者（第２

項ただし書各号のいずれかに該当する場合にあっては、第３号に掲げる看護職

員を除く。）を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる

従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができ

る。 

(１) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４人以上 (１) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４人以上 

(２) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合

に限る。） 機能訓練を行うために必要な数 

(２) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限

る。） 機能訓練を行うために必要な数 

(３) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的

に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。）

医療的ケアを行うために必要な数 

(３) 看護職員（日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受

けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。） 医療的

ケアを行うために必要な数 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わ

せる指定児童発達支援事業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次

の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該

各号に掲げる従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に

含めることができる。 

５ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる

指定児童発達支援事業所には、第１項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に

掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる

従業者については、その数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができ

る。 

(１) 看護職員 １人以上 (１) 看護職員 １人以上 

(２) 機能訓練担当職員 １人以上 (２) 機能訓練担当職員 １人以上 

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１

項第２号の児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保

６ 第３項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第１項第

２号の児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でな
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育士でなければならない。 ければならない。 

７ 第１項第２号、第４項第１号及び次項の「指定児童発達支援の単位」と

は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に

対して一体的に行われるものをいう。 

７ 第１項第２号、第４項第１号及び次項の「指定児童発達支援の単位」とは、

指定児童発達支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一

体的に行われるものをいう。 

８ 第１項（第１号を除く。）から第５項までに規定する従業者は、専ら当

該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単

位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならな

い。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士及

び同項第４号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職

務に従事させることができる。 

８ 第１項（第１号を除く。）から第５項までに規定する従業者は、専ら当該指

定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに

専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障

害児の支援に支障がない場合は、第１項第３号の栄養士及び同項第４号の調理

員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることがで

きる。 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、

又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業

所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない

場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童

への保育に併せて従事させることができる。 

（新設） 

（略） （略） 

（非常災害対策） （非常災害対策） 

第41条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必

要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常

災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業

者に周知しなければならない。 

第41条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の

関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しな

ければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、

救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救

出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地

域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（安全計画の策定等）  

第41条の２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、

指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安

全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指

（新設） 
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定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指

導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に

関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）

を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知する

とともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

（新設） 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。 

（新設） 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（新設） 

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第41条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、

障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握す

ることができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。 

（新設） 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車（運転者

席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの

座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度

に障害児の所在の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）

を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の

所在の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所

在の確認（障害児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

（新設） 

（略） （略） 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第47条 （削除） 第47条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）

の長たる指定児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第47条第１項本

文の規定により親権を行う場合であって、懲戒するとき又は同条第３項の規定

により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的
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苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

第６節 基準該当通所支援に関する基準 第６節 基準該当通所支援に関する基準 

（従業者及びその員数） （従業者及びその員数） 

第57条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支

援」という。）の事業を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」

という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

第57条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支援」

という。）の事業を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」という。）に

置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(１) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提

供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる

児童指導員又は保育士の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分

に応じ、それぞれア又はイに定める数以上 

(１) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を

行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導

員又は保育士の合計数が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それ

ぞれア又はイに定める数以上 

ア 障害児の数が10人までのもの ２人 ア 障害児の数が10人までのもの ２人 

イ 障害児の数が10人を超えるもの 障害児の数を５で除して得た数 イ 障害児の数が10人を超えるもの 障害児の数を５で除して得た数 

(２) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (２) 児童発達支援管理責任者 １人以上 

２ 前項第１号の「基準該当児童発達支援の単位」とは、基準該当児童発達

支援であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行

われるものをいう。 

２ 前項第１号の「基準該当児童発達支援の単位」とは、基準該当児童発達支援

であって、その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるも

のをいう。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所

し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達

支援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支

障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、こ

れら児童への保育に併せて従事させることができる。 

（新設） 

（設備） （設備） 

第58条 基準該当児童発達支援事業所には、指導訓練を行う場所を確保する

とともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

第58条 基準該当児童発達支援事業所には、指導訓練を行う場所を確保するとと

もに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければな

らない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備

えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えな

ければならない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の３ 第１項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業
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事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障

がない場合は、この限りでない。 

の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場

合は、この限りでない。 

（利用定員） （利用定員） 

第59条 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。 第59条 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。 

（準用） （準用） 

第60条 第５条、第８条及び第４節（第12条、第24条第１項及び第４項、第

25条、第26条第１項、第32条、第34条並びに第52条第２項を除く。）の規

定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、

第24条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第１項

から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、第40条中「利用定

員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と読み替えるものとす

る。 

第60条 第５条、第８条及び第４節（第12条、第24条第１項及び第４項、第25条、

第26条第１項、第32条、第34条、第47条並びに第52条第２項を除く。）の規定

は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第24

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第１項から第３

項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、第40条中「利用定員及び指導訓

練室の定員」とあるのは「利用定員」と読み替えるものとする。 

（指定生活介護事業所に関する特例） （指定生活介護事業所に関する特例） 

第61条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童

発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困

難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護

を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所

を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節（前

条（第24条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限

る。）を除く。）の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しな

い。 

第61条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達

支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害

児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児

童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発

達支援事業所とみなす。この場合において、この節（前条（第24条第２項、第

３項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、

当該指定生活介護事業所については適用しない。 

(１) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業

所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及

びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護

を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介

護事業所として必要とされる数以上であること。 

(１) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が

提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条

の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害

児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必

要とされる数以上であること。 

(２) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活

介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定障害

児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

(２) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護

を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 
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改正後 改正前 

（指定通所介護事業所等に関する特例） （指定通所介護事業所等に関する特例） 

第62条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児

童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが

困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所

介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介

護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、

この節（第60条（第24条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用

する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指定通所介護事業所等につ

いては適用しない。 

第62条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発

達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障

害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準

該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準

該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節（第60条（第24

条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）

の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。 

(１) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通

所介護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみ

なされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積

が３平方メートル以上であること。 

(１) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介

護等の利用者の数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる

指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が３平方メー

トル以上であること。 

(２) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事

業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用

者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定

通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該

指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

(２) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所

等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及

びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を

受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業

所等として必要とされる数以上であること。 

(３) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所

介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定障

害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

(３) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護

等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定障害児入所

施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） （指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例） 

第62条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者

等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達

支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等

のうち通いサービス（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条第

１項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。）を提供

する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサ

第62条の２ 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が

地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受

けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサ

ービス（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第46条第１項に規定する通

いサービスを除く。以下この条において同じ。）を提供する場合には、当該通

いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多
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改正後 改正前 

ービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。）を基準該当

児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節（第60条（第24

条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。）を

除く。）の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については

適用しない。 

機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。

以下この条において同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場

合において、この節（第60条（第24条第２項、第３項、第５項及び第６項の規

定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所等については適用しない。 

(１) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準

条例第83条第１項又は第193条第１項に規定する登録者をいう。）の数と

指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活介護と

みなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条の２の

規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若

しくは指定障害福祉サービス基準条例第160条の２の規定により基準該

当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又はこの条の規定に

より基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第82条に

おいて準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみ

なされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事

業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以

下この条において同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては、18人）以下とすること。 

(１) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員（当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着型サービス基準条例第83

条第１項又は第193条第１項に規定する登録者をいう。）の数と指定障害福祉

サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサ

ービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条の２の規定により基準該当自

立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービ

ス基準条例第160条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなさ

れる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされ

る通いサービス若しくは第82条において準用するこの条の規定により基準該

当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該小

規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計

数の上限をいう。以下この条において同じ。）を29人（サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては、18人）以下とすること。 

(２) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定

員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者

の数と指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活

介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条

の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサー

ビス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第160条の２の規定により

基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又はこの条の

規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第

(２) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員

（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と

指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活介護とみな

される通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条の２の規定によ

り基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通いサービス若しくは指定障

害福祉サービス基準条例第160条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓

練）とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支

援とみなされる通いサービス若しくは第82条において準用するこの条の規定
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82条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービ

スとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の

１日分当たりの上限をいう。）を登録定員の２分の１から15人（登録定

員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登

録定員に応じて、次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、12人）までの範囲内とすること。 

により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障

害者及び障害児の数の合計数の１日分当たりの上限をいう。）を登録定員の

２分の１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事

業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める通いサービスの利用

定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人）までの範囲内とす

ること。 

  

 

(３) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能

を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

(３) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十

分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

(４) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者

の数を通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準条例第97

条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害

福祉サービス基準条例第150条の２の規定により基準該当自立訓練（機能

訓練）とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条

例第160条の２の規定により基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる

通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされ

る通いサービス若しくは第82条において準用するこの条の規定により基

準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者

及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サー

ビス基準条例第83条又は第193条に規定する基準を満たしていること。 

(４) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通

いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定によ

り基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準

条例第150条の２の規定により基準該当自立訓練（機能訓練）とみなされる通

いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第160条の２の規定によ

り基準該当自立訓練（生活訓練）とみなされる通いサービス又はこの条の規

定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第82条に

おいて準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなさ

れる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合

における指定地域密着型サービス基準条例第83条又は第193条に規定する基

準を満たしていること。 

(５) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる通いサー

ビスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定障害

児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

(５) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス

を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定障害児入所施

設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

第３章 医療型児童発達支援 第３章 医療型児童発達支援 

登録定員 通いサービスの利用定員
26人又は27人 16人
28人 17人
29人 18人

登録定員 通いサービスの利用定員
26人又は27人 16人
28人 17人
29人 18人

-14-



 

改正後 改正前 

第１節 基本方針 第１節 基本方針 

第63条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発

達支援」という。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び

知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障

害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指

導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。 

第63条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発達支

援」という。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能

を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の心身の

状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに

治療を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（従業者及びその員数） （従業者及びその員数） 

第64条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発

達支援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児

童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のと

おりとする。 

第64条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発達支

援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児童発達支

援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(１) 医療法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所として必要とされ

る従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数 

(１) 医療法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所として必要とされる従

業者 同法に規定する診療所として必要とされる数 

(２) 児童指導員 １人以上 (２) 児童指導員 １人以上 

(３) 保育士 １人以上 (３) 保育士 １人以上 

(４) 看護職員 １人以上 (４) 看護職員 １人以上 

(５) 理学療法士又は作業療法士 １人以上 (５) 理学療法士又は作業療法士 １人以上 

(６) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (６) 児童発達支援管理責任者 １人以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所におい

て日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職

員を置かなければならない。 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日

常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置か

なければならない。 

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達

支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支

援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せ

て設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援

事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障

がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他

の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、

又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支

援事業所に入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障

（新設） 
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がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これ

ら児童への保育に併せて従事させることができる。 

（準用） （準用） 

第82条の９ 第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第４項及び

第５項を除く。）、第28条から第31条まで、第33条、第35条から第37条ま

で、第39条、第39条の２、第41条の２、第41条の３第１項、第42条から第

46条まで、第48条、第50条、第51条、第52条第１項、第54条から第56条ま

で及び第71条の２の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について

準用する。この場合において、第13条第１項中「第38条」とあるのは「第

82条の８」と、第17条中「いう。第38条第６号及び第52条第２項において

同じ。」とあるのは「いう。」と、第23条第２項中「次条」とあるのは「第

82条の７」と、第26条第２項中「第24条第２項」とあるのは「第82条の７

第２項」と読み替えるものとする。 

第82条の９ 第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第４項及び第５

項を除く。）、第28条から第31条まで、第33条、第35条から第37条まで、第39

条、第39条の２、第42条から第46条まで、第48条、第50条、第51条、第52条第

１項、第54条から第56条まで及び第71条の２の規定は、指定居宅訪問型児童発

達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第１項中「第38条」

とあるのは「第82条の８」と、第17条中「いう。第38条第６号及び第52条第２

項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第23条第２項中「次条」とある

のは「第82条の７」と、第26条第２項中「第24条第２項」とあるのは「第82条

の７第２項」と読み替えるものとする。 

第６章 保育所等訪問支援 第６章 保育所等訪問支援 

第１節 基本方針 第１節 基本方針 

第83条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援（以下「指定保育所等訪問支

援」という。）の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応

することができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環

境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。 

第83条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援（以下「指定保育所等訪問支援」

という。）の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応すること

ができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適

切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（従業者及びその員数） （従業者及びその員数） 

第84条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者（以下「指定保育所等訪問支

援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定保育所等訪問

支援事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと

する。 

第84条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者（以下「指定保育所等訪問支援事

業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

(１) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 (１) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

(２) 児童発達支援管理責任者 １人以上 (２) 児童発達支援管理責任者 １人以上 

２ 前項第２号の児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、専ら当該指定

保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 

２ 前項第２号の児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、専ら当該指定保育

所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 
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（準用） （準用） 

第85条 第８条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第84条第

１項第１号の訪問支援員及び同項第２号の児童発達支援管理責任者を併せ

て兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。 

第85条 第８条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この

場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第84条第１項第１

号の訪問支援員及び同項第２号の児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合

を除き、」と読み替えるものとする。 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

（準用） （準用） 

第86条 第82条の５の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用す

る。 

第86条 第82条の５の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 

第87条から第89条まで 削除 第87条から第89条まで 削除 

（準用） （準用） 

第90条 第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第４項及び第５

項を除く。）、第28条から第31条まで、第33条、第35条から第37条まで、

第39条、第39条の２、第41条の２、第41条の３第１項、第42条、第44条か

ら第46条まで、第48条、第50条、第51条、第52条第１項、第54条から第56

条まで、第71条の２及び第82条の６から第82条の８までの規定は、指定保

育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第13条第１

項中「第38条」とあるのは「第90条において準用する第82条の８」と、第

17条中「いう。第38条第６号及び第52条第２項において同じ。」とあるの

は「いう。」と、第23条第２項中「次条」とあるのは「第90条において準

用する第82条の７」と、第26条第２項中「第24条第２項」とあるのは「第

90条において準用する第82条の７第２項」と、第44条第１項中「従業者の

勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と

読み替えるものとする。 

第90条 第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第４項及び第５項を

除く。）、第28条から第31条まで、第33条、第35条から第37条まで、第39条、

第39条の２、第42条、第44条から第46条まで、第48条、第50条、第51条、第52

条第１項、第54条から第56条まで、第71条の２及び第82条の６から第82条の８

までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第13条第１項中「第38条」とあるのは「第90条において準用する第82条

の８」と、第17条中「いう。第38条第６号及び第52条第２項において同じ。」

とあるのは「いう。」と、第23条第２項中「次条」とあるのは「第90条におい

て準用する第82条の７」と、第26条第２項中「第24条第２項」とあるのは「第

90条において準用する第82条の７第２項」と、第44条第１項中「従業者の勤務

の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と読み替え

るものとする。 

附 則 （新設） 

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第４７条の改正

規定及び第６０条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（新設） 
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（経過措置）  

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、改正後の条例（以

下「新条例」という。）第41条の２の規定の適用については、同条第１項

中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２

項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同

条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」

とする。 

（新設） 

 

  

  

  

３ 新条例第41条の３第２項の規定にかかわらず、指定児童発達支援事業者

は、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、

当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の障害児の所在の見落と

しを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備え、これを用いるこ

とにつき困難な事情があるときは、令和６年３月31日までの間、当該自動

車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎

を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザ

ー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければなら

ない。 

（新設） 
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